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訴訟の提起に関するお知らせ 

 

当社及び当社の子会社である TK HOLDINGS INC.（以下「TKH」といいます。）と Highland Industries, Inc.

（以下「Highland」といいます。）は、米国において、当社エアバッグ製品に関連して複数の訴訟が集団訴訟と

して提起されていましたが、連邦裁判所に集団訴訟として提起された訴訟は、連邦広域係属訴訟の統一的な審理

前手続を行うために、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所（United States District Court for Southern 

District of Florida）に移送されました。今般、平成 27 年 4 月 30 日（現地時間）に、当社及び TKH に対して、

修正統合集団訴訟訴状（以下「統合訴状」といいます。）が提出されましたので、以下のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

原告らは、当社エアバッグ製品が搭載された車両を購入した者又は賃借した者を代表して、当社及び TKH

に対して、当社エアバッグ製品の欠陥によって損害を被ったなどとして、統合訴状を提出しております。

原告らは、当社エアバッグ製品が搭載された車両の価値が損なわれたと主張して、損害賠償等を請求して

おります。 

 

２．訴訟を提起した者の概要 

 氏 名     ：Pam H. Koehler 他 

住 所     ：米国フロリダ州 他 

 

３．訴訟内容 

原告らは、統合訴状において、当社及び TKH に対して、損害賠償、懲罰的損害賠償等を請求しております。

なお、管轄基準額である 500 万ドルを超えると主張している以外には、統合訴状において、損害賠償の訴

額は明らかにされておりません。 

 

４. 今後の見通し 

  当社及び TKHは、訴状の内容を精査したうえで、適切に対処していく所存です。   

 なお、現時点で本件訴訟による金額的な影響を合理的に想定することは困難です。本件訴訟が当期（平成

28 年 3 月期）の業績に重要な影響を与えることは現時点で見込まれておりませんが、業績に与える影響に

つきまして、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。 

以 上 

 


